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１－（１） 園児数等調べ（ １ 号認定園児）

（前年度分）                                                 （今年度分）

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月

2

月

3

月
計 平均

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月

2

月

初
日
園
児
数
（
人
）

2 歳 児

3 歳 児

4 歳 児

5 歳 児

計（Ａ）

開所日数（日）

Ｂ

延べ人数（人）

Ａ×Ｂ＝Ｃ

出

席

延べ人数（人）

Ｄ

％

Ｄ／Ｃ

備  考

（注）１ 初日園児数の年齢区分は年度当初入所時を除き、教育及び保育の実施がとられた日の属する月の初日の年齢に基づき記入してください。

    ２ 本表は、前年度（4月から3月）の状況を記入し、今年度については提出時点に確定している月まで記入してください。

認
こ
－
１
－
１



１－（２） 園児数等調べ（ ２・３ 号認定園児）

（前年度分）                                                  （今年度分）

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月

2

月

3

月
計 平均

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月

2

月

初
日
園
児
数
（
人
）

0 歳 児

1 歳 児

2 歳 児

3 歳 児

4 歳 児

5 歳 児

計（Ａ）

開所日数（日）

Ｂ

延べ人数（人）

Ａ×Ｂ＝Ｃ

出

席

延べ人員（人）

Ｄ

％

Ｄ／Ｃ

備  考

（注）１ 初日園児数の年齢区分は年度当初入所時を除き、教育及び保育の実施がとられた日の属する月の初日の年齢に基づき記入してください。

    ２ 本表は、前年度（4月から3月）の状況を記入し、今年度については提出時点に確定している月まで記入してください。

認
こ
－
１
－
２



認
こ
－
２

２ 職員配置状況

※前年度の4月1日から今年度の自主点検表作成時点までの間に在職したすべての職員（臨時職員、短時間職員及びパート職員・退職者を含む。）について記入してください。

職  名

雇用

形態

氏   名

（年齢）

当該年4月1日現在

資格等

最終

学歴

経 験 年 数 等 給 料（月額）

親族関係

(法人理事、

園長との

続柄等）

備  考

退職理由
退職年月日
異動年月日
兼務職名

などを記入

現 施 設

経験年数
他の教

育・児

童福祉

施設経

験年数

その他

の経験

年数

令和4年
4月1日
現在

円

（級・号）

中途昇給の状況 令和5年
3月31日
現在

円

（級・号）

令和5年
4月1日
現在

円

（級・号）

名称

取得

（登録）

年月日

年月日 年月日採用

年月日

勤続

年数

（   ） （    ） （    ） （    ）

（   ） （    ） （    ） （    ）

（   ） （    ） （    ） （    ）

（   ） （    ） （    ） （    ）

（   ） （    ） （    ） （    ）

（   ） （    ） （    ） （    ）

（   ） （    ） （    ） （    ）

（   ） （    ） （    ） （    ）

（   ） （    ） （    ） （    ）

（   ） （    ） （    ） （    ）

（注）１ 複数の職務を兼務している場合、該当職員の備考欄に兼務職名を記入してください。

（例）保育教諭が調理員を兼務→「職名」欄に保育教諭、「備考」欄に調理員と記入。

２ 「雇用形態」の欄は、常勤職員は空白のまま、常勤職員以外は勤務時間数を記入してください。（例）週○回○時間、月○日○時間

３ 「資格等」の欄は、保育士資格については県への登録年月日、幼稚園教諭免許については取得日を記入してください。

配置特例を適用している場合は、特例適用に該当する資格の名称・取得年月日を記載してください。

４ 「最終学歴」の欄は、高校、短大、専門学校、大学などと記入してください。（詳細な学校名は不要です）



３ 職員の勤務状況

（１） 勤務形態及び勤務内容  実 働  休 息  休 憩   ＊現在、勤務割りで使用している全ての勤務形態を記入すること。

（時）

6  7  8     9    10    11    12 13    14    15    16    17 18   19 20 21 22

労 働 時 間 休憩

時間

（時間分）

合計

（時間分）
実働

（時間分）

休息

（時間分）

小計

（時間分）

       開所時刻                                         閉所時刻     延長保育終了時刻

     （  時  分）                                     （  時  分）   （  時  分）

＊通常の開所時刻と閉所時刻を縦線表示するとともに、延長保育を実施している場合はその終了時刻も表示すること。

（注）労働時間には、休憩時間は含まれない。

（２）労働基準法に基づく整備状況
第２４条関係     年  月  日締結
第３６条関係     年  月  日締結

         年  月  日届出
（注）２４条関係：控除に関する協定

   ３６条関係：時間外・休日労働に関する協定・届出

（３）就業規則に定める所定労働時間

    １日   時間  分

認
こ
－
３



４－（１） 今年度  月 １か月間の勤務割（常勤職員用） ※就業規則に定める所定労働時間勤務する職員

＊園長をはじめとする全職種について作成すること。（添付資料の職員勤務分担表で確認できる職員については省略可能） 変形労働時間制の採用（ 有 ・ 無 ） 変形期間単位（            ）

職

員

名

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 日 数 計（回） 時

間

計

1週

平均

勤務

時間

曜

日
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

人

数

計

Ａ

勤務形態名（勤務形態名は実態の名称に書換可）

※短時間勤務を含め、全て記入すること。

Ａ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｂ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｃ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｄ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｅ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｆ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｇ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｈ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

休 公 休

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

計

（注）１ 自主点検表作成直近前月の勤務実績で記入すること。

２ １か月勤務時間合計について、１時間未満が生じた場合は、「分」数を60分で除した時間とし、小数点第3位を四捨五入すること。

※保育幼稚園課へ提出した直近の「職員勤務分担表」及び「認定こども園職員配置状況報告書」の写しを添付してください。

認
こ
－
４



４－（２） 今年度  月1か月間の勤務割（非常勤職員用） ※就業規則に定める所定労働時間に満たない労働時間勤務する職員

＊全職種について作成すること（添付書類の職員勤務分担表で確認できる職員については省略可能）変形労働時間制の採用（ 有 ・ 無 ）  変形期間単位（            ）

職

員

名

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 日 数 計（回） 時

間

計

1週

平均

勤務

時間

曜

日
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

人

数

計

Ａ

勤務形態名（勤務形態名は実態の名称に書換可）

※短時間勤務を含め、全て記入すること。

Ａ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｂ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｃ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｄ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｅ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｆ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｇ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

Ｈ 勤 務（   時  分 ～   時  分 )

休 公 休

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

計

（注）１ 本調書作成直近前月の勤務実績で記入すること。

   ２ １か月勤務時間合計について、１時間未満が生じた場合は、「分」数を６０分で除した時間とし、小数点第３位を四捨五入すること。

※保育幼稚園課へ提出した直近の「職員勤務分担表」及び「認定こども園職員配置状況報告書」の写しを添付してください。

認
こ
－
５



自 主 点 検 表



認こ－６

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

１ 職員体制 （１）園長は、その職務に専念するため、専任となっているか。

  ※他の職務を兼務している場合、兼務内容を記載すること

兼 務 先 職  名 勤務日数 勤務時間 報  酬

週・月

（  ）日

月額

（  ）千円

（２）園長の資格要件を満たしているか。

（３）園長を変更する場合、あらかじめ市長に届け出ているか。

（４）園長は、施設の実態を把握し、適切な運営を行い、それらに係わる関係

諸帳簿、日誌類の決裁は確実に行っているか。

（５）教育及び保育に直接従事する職員数は、基準を満たしているか。

  

ア 幼稚園教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士登録を行っているか。

   ※５年間の経過措置あり（令和６年度まで）

  イ 助保育教諭及び講師（助保育教諭に準ずる職務に従事）は、幼稚園

の助教諭の臨時免許状を有し、かつ、登録を行っているか。

    ※５年間の経過措置あり（令和６年度まで）

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

職員配置状況及び園児数                         〔令和  年  月  日〕

乳児
1、2歳

児

満3歳児

※１
3歳児

4歳

以上児
小計 加   算

必要保育

教諭数

園児数 人 人 人 人 人 人 定

員

90

人

以

下

保

育

標

準

主

幹

保

育

学

級

編

制

配置

基準
3対1 6対1 6対1

20対1

(15対1)

※２

30対1

算出数 人

・園児年齢は、年度の初日の前日における満年齢とする。

・算出数は、各年齢区分の小数点第2位以下を切り捨て、小計欄で小数点以下を四捨五入すること。その後、各加

算を加えること。

※１ 満3歳児対応加配加算を適用する場合は、当該園児数を「満3歳児」の欄に記入し、6対1で算定すること。

※２ 3歳児配置改善加算を適用する場合は、15対1で算出すること。

Ⅰ 園児処遇



認こ－７

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○配置基準を満たしていない場合、早急に充足する

こと。

○主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び講師

（保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。）

は、幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法

第四条第二項に規定する普通免許状をいう。）を

有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項の

登録受けた者でなければならない。

○平成27年4月1日から5年間は、「幼稚園教諭免

許状」又は「保育士資格」のいずれかを有してい

れば、「保育教諭」となることができる経過措置

あり。（令和6年度まで期間延長）

○助保育教諭及び講師（助保育教諭に準ずる職務に

従事するものに限る。）は、幼稚園の助教諭の臨

時免許状（教育職員免許法第四条第四項に規定す

る臨時免許状をいう。）を有し、かつ、登録を受け

た者でなければならない。

○保育教諭等については、当分の間、1人に限って、

当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、

看護師又は准看護師をもって代えることができ

る。

○在籍乳児数が3人以下の幼保連携型認定こども園

で看護師等が保育を行う場合は、保育教諭等と合

同の組・グループを編成し、原則として同一の乳

児室など同一空間内で保育を行わなければならな

い。

○保育所等での勤務経験が概ね3年に満たない看護

師等が、在籍乳児数が3人以下の幼保連携型認定

こども園で保育を行う場合、子育て支援員研修等

の修了を必須とする。

□配置状況報告書

□変更届

□履歴書

□辞令

□幼稚園教諭免許状（写）

□保育士証（写）

□修了証書 等

◎就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律第14条、第15条

◎就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律施行規則第 12

条、第13条

◎就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律施行規則の公布

について（平成26年7

月2日府政共生569号・

26文科発第437号・雇

児発0702第1号）3（3）、

（4）

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第9条、附則11

◎就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律の一部を改正す

る法律（平成24年法律

第66号）附則第5条

◎幼保連携型認定こども

園の学級の編成、職員、

設備及び運営に関する

基準の運用上の取扱い

について（平成 26 年

11 月 28 日府政共生第

1104 号・26 文科初第

891号・雇児発1128第

2号）

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認

定こども園に対する指導

監査について（通知）3－

(1)－①



認こ－８

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

（６）副園長を配置しているか。

「いる」の場合、資格要件を満たしているか。

（７）教頭を配置しているか。

「いる」の場合、資格要件を満たしているか。

（８）主幹養護教諭及び養護教諭を配置しているか。

「いる」の場合、養護教諭の普通免許状を有しているか。

（９）主幹栄養教諭及び栄養教諭を配置しているか。

「いる」の場合、栄養教諭の普通免状を有しているか。

（１０）満３歳以上の園児について、学級を編制しているか。

  １学級３５人以下となっているか。

学級編制状況

年齢
支給認定区分（園児数）

合計 学級数
１号 ２号

５歳 人 人 人

４歳 人 人 人

３歳 人 人 人

２歳

（満３歳） 人 人 人

合計 人 人 人

※年齢は、年度の初日の前日における満年齢とする。ただし、満３歳児を

３歳児学級に含めて編制している場合は、「３歳児」の欄に記載するこ

と。

※満３歳児を２歳児クラスにそのまま残す場合は、表に含めない。

イ 各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育

教諭を１人以上配置しているか。

※クラス別の担当職員を記入すること。

クラス名（年齢）
園 児 数 担 当 職 員 氏 名

※非常勤は（  ）書き直近前月初日 監 査 日

（例）ひよこ組（１歳） ○人      ○人   ○ ○（△ △）

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－９

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○副園長又は教頭の資格要件は園長の要件を準用す

る。

○主幹養護教諭及び養護教諭は、養護教諭の普通免

許状を有する者でなければならない。

○主幹栄養教諭及び栄養教諭は、栄養教諭の普通免

許状を有する者でなければならない。

◎就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律施行規則第 12

条～第14条

◎就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律施行規則の公布

について（平成26年7

月2日府政共生569号・

26文科初第437号・雇

児発0702第1号）3（3）

～（5）

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第9条

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第8条、9条



認こ－１０

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

ウ 常勤の保育教諭に代えて非常勤の保育教諭を充てる場合の当該非常

勤の保育教諭の合計勤務時間数は、就業規則に定める常勤の保育教諭

の勤務時間数を上回っているか。

エ 短時間勤務の保育教諭を充てている場合は、常勤の保育教諭を各組

や各グループに１人以上配置しているか。

（１１）主幹保育教諭等の専任化により、子育て支援の取組を実施している

か。

「いる」場合、６ページの主幹保育教諭数が専任で配置されている

か。

   専任化する主幹保育教諭等 職名（    ）氏名（       ）

  専任化する主幹保育教諭等  職名（    ）氏名（       ）

（１２）一時預かり事業等の実施に伴う保育教諭等の配置は、６ページで算

出した必要保育教諭数の枠外の配置となっているか。

事業名（          ） 保育教諭等氏名（         ）

事業名（          ） 保育教諭等氏名（         ）

事業名（          ） 保育教諭等氏名（         ）

（１３）朝夕等の時間帯（延長保育時間帯を含む）に、対象児童数に応じた

保育教諭の配置がなされているか。

その際に、対象児童数に応じた保育教諭の必要数が１人である場合

でも、常時２人以上の保育教諭等の配置がなされているか。

（１４）６ページの職員配置の加算人員（学級編制調整加配加算は除く）に

保育教諭等の資格を有しない一定の者を活用している場合や、小学校

教諭（主に５歳児）、養護教諭（主に１歳以上児）及び看護師を活用

している場合、保育教諭等が、各時間帯において必要となる数の３分

の２以上となっているか。

（１５）調理員は配置されているか。

（１６）事務職員は配置されているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－１１

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

【常勤換算方法】

非常勤の保育教諭全員の1か月の労働時間÷就業

規則で定める常勤職員の1か月の労働時間

○園児が少数かつ年齢別配置基準で保育教諭数が 1

人で対応可能な場合、朝夕等の時間帯に限り、保

育教諭の最低限の配置数である 2 人のうち、1 人

は保育教諭等の資格を有しない一定の者を配置す

ることができる。

○保育教諭等の資格を有しない一定の者の範囲

①子育て支援員（地域保育コース）

②配置特例を実施する園等において、保育業務に

従事した期間が常勤換算で1年以上ある者

③家庭的保育者の資格を有している者

○保育教諭等を、小学校教諭等免許状所持者、看護

師等をもって代える場合には、当該小学校教諭等

免許状所持者等の総数は、置かなければならない

職員の数の3分の1を超えてはならない。

○給付費の基本分単価に含まれる調理員等の構成

は、定員 40 人以下の施設は 1 人、41 人以上 150

人以下の施設は2人、151人以上の施設は3人（う

ち1人は非常勤）であり、これを充足する必要が

ある。

○事務職員が配置されるか、又は、園長等の職員が

兼務する場合は、配置不要である。

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第9条第3項、附則

8・12

◎認定こども園における

職員配置に係る特例に

ついて（平成28年4月

1 日府子本第 246 号、

28 文科初第 51 号、雇

児発0401第32号）

◎延長保育事業の実施に

ついて（平成27年7月

17日雇児発0717第 10

号）

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第9条第4項

◎特定教育・保育等に要

する費用の額の算定に

関する基準等の実施上

の留意事項について

（平成31年 4月25日

府子本第439号、31文

科初第 5 号、雇児発

0425第1号）



認こ－１２

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

２ 幼保連携型認定

こども園の状況

（１）定員管理

（２）教育及び保育

の内容に関する

全体的な計画

ア 定員超過がないか。

  イ ２・３号認定園児に定員割れがある場合、その理由と待機児童の有

無を記入すること。

ウ 前回監査以降、利用定員の変更又は変更予定があるか。

  「ある」場合はその時期と変更後の利用定員を記載すること。

   （変更時期：令和  年  月  日  利用定員：    人）

ア 教育及び保育を一体的に提供するため、創意工夫を生かし、園児の

心身の発達と幼保連携型認定こども園、家庭及び地域の実態に即応し

た適切な教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な

計画を作成しているか。

イ 満３歳以上の園児の教育課程に係る、教育活動のための計画が含ま

れているか。

ウ 満３歳以上の保育を必要とする園児の、保育のための計画が含まれ

ているか。

エ 満３歳未満の保育を必要とする園児の、保育のための計画が含まれ

ているか。

オ 標準的な時間の終了後等の、一時預かり事業などとして行う活動の

ための計画が含まれているか。

カ 延長保育、夜間保育、休日保育などを実施している場合、それらを

含めた園児の園生活全体を捉えた計画となっているか。

キ 教育及び保育の内容並びに子育ての支援等に関する全体的な計画を

作成し、その実施状況を評価し改善を図っていくことなどを通じて、

教育及び保育内容の質の向上を図っているか。

ない・ある

ある・ない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

認可定員 利用定員(A) 現員(B) (B)／(A)

１ 号 人 人 ％

２・３号 人 人 ％

合 計 人 人



認こ－１３

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○教育及び保育を一体的に提供するため、創意工夫

を生かし、園児の心身の発達と幼保連携型認定こ

ども園、家庭及び地域の実態に即応した、適切な

教育及び保育の内容に関する全体的な計画を作

成する。

□全体的な計画 ◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 1

章第2－1

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律

に基づく幼保連携型認定

こども園に対する指導監

査について（通知）3－(1)

－②

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律

に基づく幼保連携型認定

こども園に対する指導監

査について（通知）3－(2)

－①



認こ－１４

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

（３）指導計画

（４）食育の推進

（５）教育・保育の

記録

ア 教育及び保育の内容に関する全体的な計画に基づき、さらに具体化

した長期的な計画（年、月、発達の時期など）を作成しているか。

イ 長期的な計画と関連して、より具体的な園児の生活に即した短期的

な計画（週、日など）を作成しているか。

ウ 満３歳未満の園児について、園児一人一人の生育歴、心身の発達、

活動の実態等に即して、個別的な計画を作成しているか。

エ 障害のある園児について、家庭や医療、福祉などの業務を行う関係

機関と連携した支援等のための計画を、個別に作成しているか。

オ 長時間にわたる教育及び保育については、保育の内容や方法、職員

の協力体制、家庭との連携等を指導計画に位置付けているか。

カ 指導計画について、評価を適切に行い、常に計画の改善を図ってい

るか。

ア 食事の提供を含む食育の計画を作成しているか。

イ 食育の計画は、教育及び保育の内容に関する全体的な計画並びに指

導計画に位置付けられているか。

ウ 食育の計画の評価を行い、改善に努めているか。

ア 園児の指導要録を作成しているか。

イ 進学時に指導要録の抄本又は写しを進学先の校長に送付している

か。

ウ 園児が転園した場合、指導要録の写しを転園先の園長等に送付して

いるか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－１５

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○教育及び保育の内容に関する全体的な計画に基づ

いて、園児の発達の実情に照らし合わせながら、

園児一人一人が生活を通して発達に必要な体験

が得られるような、具体的な指導計画を作成する

必要がある。

○幼保連携型認定こども園において、教育及び保育

の内容について相互関連を図り、調和と統一のと

れた計画であることが重要である。

○3 歳未満児について、個別的な計画を作成するこ

と。

○障害のある園児について、家庭や関係機関と連携

した支援のための計画を個別に作成するなど適切

な対応を図ること。

○乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な

援助が行われるよう、教育及び保育の内容並びに

子育ての支援等に関する全体的な計画に基づき、

食事の提供を含む食育の計画を作成し、指導計画

に位置付けるとともに、その評価及び改善に努め

ること。

○園児の発達や学びの連続性を確保する観点から、

小学校教育への円滑な接続に向け、在籍する園児

の指導要録を作成し、抄本又は写しを進学先の校

長に送付すること。

○指導要録及びその写しのうち入園、卒園等の学籍

に関する記録については、その保存期間は 20 年

間、その他は5年とする。

□指導計画（長期・短期）

□個別指導計画（3 歳未満

児）

□個別指導計画（障害児）

□食育計画

□園児指導要録

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 1

章第2-2、第１章第3-

4

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 1

章第3-4-(2)-ア

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 1

章第2－3

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 1

章第3－4

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 3

章第2-3

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第18条第5項

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 1

章第2-1-(5)

◎就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律施行規則第 26

条（学校教育法施行規

則第28条第1項第4号

の準用）、第30条

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律

に基づく幼保連携型認定

こども園に対する指導監

査について（通知）3－(2)

－②

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律

に基づく幼保連携型認定

こども園に対する指導監

査について（通知）3－(3)

－③

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律

に基づく幼保連携型認定

こども園に対する指導監

査について（通知）3－(2)

－③



認こ－１６

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

（６）保護者に対す

る子育ての支援

（７）地域社会との

交流・連携

エ 園児の指導要録作成のための関係記録簿等を作成しているか。

（作成しているものに○印をつけること。）

（ ）教育保育日誌      （ ）園児の出席簿

（ ）園児票（家庭環境調査票） （ ）その他（      ）

オ １か月以上、欠席している園児はいるか。

「いる」場合、その理由、対応策等について記載すること。

（理由・対応策等）

ア 保護者に対する子育ての支援は、様々な機会を活用して行われてい

るか。

（ア）日々の支援への取組（実施しているものに○印をつけること。）

   乳児：（ ）連絡帳 （ ）掲示板 （ ）口頭

（ ）その他（            ）

    幼児：（ ）連絡帳 （ ）掲示板 （ ）口頭

（ ）その他（            ）

（イ）園だより等の活用（実施状況を記載）

    園だより  （    回発行 / 週 ・ 月）

    クラスだより（    回発行 / 週 ・ 月）

  ホームページ（ 有 ・ 無 ）

（ウ）懇談会等における支援（実施しているものに○印をつけること。）

（ ）教育・保育参観 （ ）懇談会 （ ）保護者会

（ ）その他（                ）

ア 地域社会との交流・連携が図られているか。

「いる」場合、その内容を記載すること。

（交流・連携の内容）

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－１７

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○園児の心身の状態に応じて保育するために、健康

状態並びに発育及び発達状態について、定期的、

継続的に、また、必要に応じて随時、把握するこ

と。

○理由のない欠席や早退など、不適切な養育が疑わ

れる場合は、市所管課や関係機関とも密接な連携

を図ることが必要である。

○日常の様々な機会を活用し、園児の日々の様子の

伝達や収集、教育及び保育の意図の説明などを通

じて、保護者との相互理解を図るよう努めること。

□教育保育日誌

□園児の出席簿

□園児票（家庭環境調査票）

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 3

章第1－1－(1)

◎幼保連携型認定こども

園園児指導要録の改善

及び認定こども園こど

も要録の作成等に関す

る留意事項について

（通知）（平成30年3

月30日府子本発315号

等）

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第3章

第1-1-（3）

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 4

章第2

◎幼保連携型認定こども

園の学級の編成、職員、

設備及び運営に関する

基準第13条第1項の規

定により準用する児童

福祉施設の設備及び運

営に関する基準第36条

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第25条

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 1

章第2-2-(3)-コ

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認

定こども園に対する指導

監査について（通知）3－

(2)－④

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認

定こども園に対する指導

監査について（通知）3－

(2)－④



認こ－１８

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

（８）園児の権利擁護

及び虐待への対

応について

ア 園児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して運

営を行っているか。

イ 園児の権利擁護に関する取組及び研修がなされているか。

（ア）「いる」場合、前年度の実施状況を記載すること。

開催時期 研修内容 講師氏名 参加人数

令和 年 月 日 人

（イ）「いない」場合、前年度に実施できなかった理由及び今後の実施

予定等を記載すること。

ウ 幼保連携型認定こども園の職員による、園児に対する虐待や不適切保

育の未然防止に関する措置を講じているか。

   また、発生時の対応に関する措置を講じているか。

エ 日頃から園児の心身の状態（特に不自然な傷や火傷など）を観察し、

不適切な養育等の発見に努めるとともに、必要に応じて関係機関との

連携を図っているか。

オ 虐待が疑われる場合の対処方法は、職員に周知されているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

（令和４年度に実施できなかった理由）

（今後の実施予定：令和  年  月頃）



認こ－１９

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○保育教諭等は、活動の場面に応じて、園児の人権

や園児一人一人の個人差等に配慮した、適切な指

導を行うようにすること。

○「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応につ

いての手引き」や「保育所・認定こども園等にお

ける人権擁護のためのセルフチェックリスト」を

活用し、保育の在り方を点検すること。

○組織的な対応を図ること、虐待に関する事実関係

を細かく具体的に記録しておくことが必要であ

り、状況の把握や通告に関するマニュアルなどを

作成し活用すること。

○児童虐待の防止等に関する法律が規定する通告義

務は幼保連携型認定こども園や保育教諭等にも課

せられており、虐待が疑われる場合には、市町村

又は児童相談所への速やかな通告とともに、これ

らをはじめとする関係機関との連携、協働が求め

られる。なお、通告は守秘義務違反には該当しな

い。

□職員研修簿 等 ◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第1章

第2-2-(3)-ク

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第6条第1項、第20

条、第21条

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第3章

第 1-1-(3)、第 4 章第

2-9

◎児童虐待の防止等に関

する法律第 5 条、第 6

条

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認

定こども園に対する指導

監査について（通知）3－

(3)－①



認こ－２０

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

（９）健康支援 ア 年間の学校保健計画を作成しているか。

イ 入園時の健康診断を実施しているか。

ウ 定期健康診断（年２回）は、適切に行われているか。

    また、１回目は、６月３０日までに実施しているか。

エ 検診結果の記録・整理・保管（５年）は適切に行われているか。

オ 検査当日に欠席した園児への対応を記載すること。

（対応）

カ 検診結果で異常がみられた場合の対応を記載すること。

（対応）

キ アレルギー疾患を有する園児に関しては、保護者と連携し、医師の

診断及び指示に基づき、適切な対応を行っているか。

ク 保護者から薬（病院等から処方された薬に限る。）を預かり、園児

に与えているか。

（ア）「いる」の場合、与薬依頼書等を徴しているか。

（イ）薬は施錠できる場所で保管するなど、適切に管理しているか。

（ウ）誤薬等の防止のため複数職員で確認を行っているか。

ケ 学校保健計画に基づき職員の健康診断を実施しているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－２１

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○健康診断が、行事計画に掲げられていること。

○食物アレルギーに関して、関係機関と連携して、

園の体制構築など、安全な環境の整備を行うこ

と。

□学校保健計画

□健康診断票

◎就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律

第27条（学校保健安全法

第5条、第13条の準用）

◎就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律

施行規則第27条（学校保

健安全法第5条、第6条、

第8条の準用）

◎幼保連携型認定こども園

教育・保育要領第3章第

1-2(1)(2)

◎幼保連携型認定こども園

における健康診断につい

て（学校安全法施行規則

を準用）

◎幼保連携型認定こども園

教育・保育要領第3章第

1-3

●就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律に基づく幼保連

携型認定こども園に対

する指導監査について

（通知）3－(3)－①



認こ－２２

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

（１０）開園時間及び

一斉休園

（１１）他の学校、社

会福祉施設と

の兼用

ア 開園時間は、適正に設定されているか。

区  分 通 常 日祝（開所している場合）

開 園 時 間 ：  ～  ： ：  ～  ：

延長保育等時間 ：  ～  ： ：  ～  ：

イ 園則に定める休園日（年末年始、日、祝日）以外に一斉休園したこ

とがあるか。

「ある」場合、前年度の休園実績を記載すること。

年月日 休 園 の 理 由 等

.   .

.   .

.   .

.   .

.   .

.   .

  ア 幼保連携型認定こども園に職員の一部を他の社会福祉施設の職員

に兼ねている場合、保育に支障のない範囲であるか。

  イ 幼保連携型認定こども園の設備の一部を他の学校、社会福祉施設の

設備に兼ねている場合、保育に支障のない範囲であるか。

いる・いない

ない・ある

ある・ない

該当なし

ある・ない

該当なし



認こ－２３

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○開園日は、年末年始・日曜日・祝日を除いた日を

原則とする。

○幼保連携型認定こども園の職員については、その

行う保育に支障がない場合は、他の社会福祉施設

の職員に兼ねることができる。

○幼保連携型認定こども園の設備については、その

行う保育に支障がない場合は、他の学校、社会福

祉施設の設備に兼ねることができる。

◎就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律施行規則16条

◎幼保連携型認定こども

園の学級の編成、職員、

設備及び運営に関する

基準の運用上の取扱い

について（平成26年11

月 28 日府政共生 1104

号・26文科初第891号・

雇児発 1128 第 2 号）

4(1)

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第16条第1項

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第10条、第15条

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認

定こども園に対する指導

監査について（通知）3－

(1)－④



認こ－２４

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

３ 施設整備 （１）園庭、園舎その他の設備の建物等の規模及び構造に変更がある場合、

あらかじめ届け出ているか。

（２）園庭、園舎が設備運営基準に定める面積等を満たしているか。

【施設全体の状況】

区分

室名

室

数
最 低 基 準

必要面積

（変更届出

分含む）

現況

面積

乳 児 室
ほふくをしない乳児・１歳児

１人につき1.65㎡以上
㎡ ㎡

ほ ふ く 室
ほふく又は歩行をする乳児・

１歳児１人につき3.3㎡以上
㎡ ㎡

保育室又は

遊 戯 室

２歳児以上１人につき1.98㎡

以上
㎡ ㎡

調 理 室 ㎡ ㎡

保 健 室 ㎡ ㎡

職 員 室 ㎡ ㎡

便 所 ㎡ ㎡

飲 料 水 用

設 備
㎡ ㎡

手洗用設備 ㎡ ㎡

足洗用設備 ㎡ ㎡

園 庭

(ア)と(イ)を合算した面積以上

(ア)①と②のいずれか大きい面積

①学級数

・２学級以下

330㎡＋30㎡×(学級数-1)

・３学級以上

400㎡＋80㎡×(学級数-3)

②園児数

3.3㎡×満3歳以上園児

(イ)3.3㎡×（満 2歳以上満3歳未満

園児）

㎡ ㎡

（３）乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室、便所を２階に設けているか。

   （「いる」の場合、下記ア～キに回答）

   ア 建築基準法第２条第９の２号に規定する耐火建築物であるか。

   イ 常用の屋内、屋外階段があるか。

   ウ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に

規定する構造の避難用の屋内階段はあるか。

エ 待避上有効なバルコニーはあるか。

いる・いない

いる・いない

いない・いる

ある・ない

ある・ない

ある・ない

ある・ない



認こ－２５

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○乳児又は満2歳に満たない幼児を入園させる幼保

連携型認定こども園には、乳児室又はほふく室を

設けること。

□変更届 等 ◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第12条、第13条

◎就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律施行規則第 15

条

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第12条

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認

定こども園に対する指導

監査について（通知）3－

(1)－③



認こ－２６

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

オ 建築基準法第２条第７の２号に規定する準耐火構造の屋外傾斜

路又はこれに準ずる設備はあるか。

カ 避難用の屋外階段はあるか。

   キ 園児の転落を防止する設備はあるか。

（４）乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室、便所を３階以上に設けている

か。（「いる」の場合、下記ア～サに回答）

   ア 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に

規定する構造の常用の屋内階段があるか。

   イ 常用の屋外階段があるか。（４階以上の場合は、建築基準法施行

令第１２３条第２項各号に規定する構造を有するもの。）

   ウ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に

規定する構造の避難用の屋内階段があるか。

エ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又は

これに準ずる設備はあるか。（４階以上の場合は、屋外傾斜路に限

る。）

   オ 避難用の屋外階段はあるか。（４階以上の場合は、建築基準法施

行令第１２３条第２項各号に規定する構造を有するもの。）

   カ 保育室等の各部分からアからオまでの歩行距離が３０メートル

以下であるか。

   キ 調理室とそれ以外の部分が、建築基準法第２条第７号に規定する

耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第１１２条第１項に

規定する特定防火設備で区画されているか。

    「いない」の場合、次のいずれかの設備や措置が備わっているか。

    （ア）スプリンクラー設備、その他これに類する自動式のもの。

（イ）調理用器具の種類に応じた有効な自動消火装置と、調理室の

外部への延焼を防止するための必要な措置。

   ク 壁及び天井の室内に面する部分が、不燃材料となっているか。

   ケ 園児の転落を防止する設備はあるか。

   コ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関への火災を通報す

る設備が設けられているか。

   サ カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施さ

れているか。

ある・ない

ある・ない

ある・ない

いない・いる

ある・ない

ある・ない

ある・ない

ある・ない

ある・ない

ある・ない

いる・いない

ある・ない

ある・ない

いる・いない

ある・ない

いる・いない

いる・いない



認こ－２７

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第12条



認こ－２８

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

（５）設備運営基準で備えるように努めるとされている設備を有している

か。

   ① 放送聴取設備          ある ・ なし

   ② 映写設備            ある ・ なし

   ③ 水遊び場            ある ・ なし

   ④ 園児清浄用設備         ある ・ なし

   ⑤ 図書室             ある ・ なし

   ⑥ 会議室             ある ・ なし

（６）学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全

上必要な種類及び数の園具及び教具を備えているか。

  また、これらを常に改善し、補充しているか。

（７）園児の疾病等の事態に備え、保健室の環境を整え、救急用の薬品、材

料等を適切な管理の下に常備し、全ての職員が対応できるようにしてい

るか。

   また、使用期限を確認するなど適切に管理されているか。

  

（８）消毒等は適切に行われているか。

実施時間帯及び回数 実施方法

保 育 室 等

調 理 室

便 所

寝 具

室 内 玩 具 等

（９）建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こ

ども園である旨を掲示しているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－２９

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○保健室の環境を整え、救急用の薬品、材料等を適

切な管理の下に常備し、全ての職員が対応できる

ようにしておくこと。

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第13条

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第14条

◎就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律第27条（学校保

健安全法第7条の準用）

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 3

章第1－3(4）、同章第

3-1

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第27条



認こ－３０

主 眼 事 項 着    眼    点 自己評価

４ 給食の実施状況

等

（１）食事の提供や検食を実施しているか。

「いる」の場合、実施状況を記入すること。

検食時刻
園児の食事

開始時刻

検食の

記録
検食者（職名のみ）

昼食 ： ： 有・無

おやつ ： ： 有・無

３９ページに給食の実施状況を記入すること。

（２）給食会議を開催しているか。

「いる」の場合、前年度の状況を記入すること。

出席者の職名 開催回数 会議（検討）内容

年  回

（３）給食関係の調査を実施しているか。

「いる」の場合、調査状況等を記入すること。

実施方法 回数 記録

嗜好調査 回／年 有・無

喫食調査 回／日 有・無

調査結果の

献立への反映

（４）必要な栄養基準量が給与されているか。

（５）体調不良、食物アレルギー、障害のある園児など、園児一人一人の心

身の状態等に応じ、学校医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に

対応しているか。

（６）保健所への給食施設栄養管理報告書を提出しているか。

  

   監査実施日直近の１０月実績分の写しを添付すること。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－３１

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○検食は、食事の栄養、衛生、嗜好的観点から実施

するものであり、食器の工夫、適度な温度、盛り

つけなど園児の立場に配慮すること。

○検食は、園児が喫食するより前に行うこと。

○検食者は同一職員によらず、検食すること。

○結果については、今後の給食に反映するよう記録

し、保存すること。

○検食に係る一人前の費用は施設会計から支出して

差し支えないこと。

○献立作成、調理、盛りつけ・配膳、喫食等各場面

を通して関係する職員が多岐にわたることから、

定期的に施設長を含む関係職員による情報の共有

を図り、食事の計画・評価を行うこと。

○年 1 回以上は嗜好調査を実施することが望まし

い。

○調査結果を記録（集約、分析）していること。

○嗜好・喫食調査（残食人員、理由等の実態記録）

結果を、給食会議等を通じて献立の作成等に反映

させること。

○園児の栄養状態や摂食量、残食量等の把握により、

給与栄養量の目標の達成度を評価し、その後の食

事計画の改善に努めること。

○障害や疾患、食物アレルギーを有する園児等、個

人ごとの発育、発達状況等を把握し、提供する食

事の量と質についての計画を立てているか。

□検食日誌

□給食日誌

□給食会議録

□嗜好調査記録

□喫食調査記録

□献立表

□生活管理指導表（除去食

等）

□栄養管理報告書

◎社会福祉施設における

給食の検食について

(平成7年6月19日鹿

児島県県民福祉部長通

知第238号)

◎社会福祉施設における

衛生管理について（平

成9年3月31日社援施

第65号）

◎児童福祉施設における

「食事摂取基準」を活

用した食事計画につい

て（平成27 年 3 月 31

日雇児母発 0331 第 1

号）

◎児童福祉施設における

食事の提供に関する援

助及び指導について

（平成27年 3月 31日

雇児発0331第1号、障

発0331第16号）

◎健康増進法施行規則

第9条

◎児童福祉施設における

「食事摂取基準」を活

用した食事計画につい

て（平成27 年 3 月 31

日雇児母発 0331 第 1

号）

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 3

章第2-6

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認

定こども園に対する指導

監査について（通知）3－

(3)－③



認こ－３２

主 眼 事 項 着      眼      点 自己評価

（７）献立は、予定献立に基づいて実施されているか。

献立作成の周期について、該当するものに○印をつけること。

   （ ）１０日ごと  （ ）２週間ごと  （ ）１か月ごと

   （ ）その他（             ）

（８）園児に喜ばれる献立内容となっているか。

（９）手作りおやつを提供しているか。

   「いる」の場合 （週   回・月   回）

（１０）給食時間は適切であるか。（配下膳除く昼食実食時間を記入）

１歳児   分 ３歳児   分 ５歳児   分

２歳児   分 ４歳児   分

（１１）２号認定の園児の副食及び３号認定の園児への主食及び副食の提供

を行っているか。

（１２）２号認定の園児の主食について、該当するものに○印をつけること。

（ ）弁当

（ ）その他（            ）

（１３）１号認定の園児に給食を提供しているか。

（１４）給食材料等の購入及び保管は適切に行われているか。

検収時の品質・衛生状態等の確認 有  ・  無

生鮮食品の当日搬入 有  ・  無

検収記録と検収者の押印 有  ・  無

在庫食品と受払簿の確認 有 （   か月ごと）・ 無

脱脂粉乳（スキムミルク）受払台帳 有  ・  無

（１５）冷凍母乳による母乳育児を希望する保護者がいるか。

   「いる」の場合、衛生に十分に配慮しているか｡

いる・いない

いる・いない

いる・いない

ある・ない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－３３

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○季節感や地域性等を考慮し、品質が良く、幅広い

種類の食品を取り入れるように努めること。

○園児の咀嚼や嚥下機能、食具使用の発達状況等を

観察し、その発達を促すことができるよう食品の

種類や調理方法に配慮すること。

○対象園児に応じて適切に設定されているか。

○納入に際しては、数量だけでなく、品質、鮮度、

品温、異物混入等についても確認すること。

○サイン（検収印）をし、検収日を記入すること。

○特定の業者だけに固定するのではなく、見積書を

徴するなどし、適切な食材の購入に努めているこ

と。

○食品受払簿等を作成し、適正に記録するとともに、

在庫管理を適切に行っていること。

○定期的に管理者の確認が行われていること。

○品質の悪い食材や古い食材を使用していないこ

と。

○生鮮食品類は、当日使い切る量を購入し、大量購

入しないこと。（長期間の保存は、品質が落ちる。）

○スキムミルクは関税暫定措置法による免税品であ

るので、一定の様式の台帳を備え、管理の適正を

はかる必要がある。

□検収の記録簿

□食品納入伝票類

□食品受払簿

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 3

章第2-1、2

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第18条第2～4項

◎大量調理施設衛生管理

マニュアル（平成 9 年

3 月 24 日衛食発 85 号

別添）

◎社会福祉施設における

衛生管理について（平

成9年3月31日社援施

第65号）

◎大量調理施設衛生管理

マニュアル（平成 9 年

3 月 24 日衛食第 85 号

別添）

◎関税暫定措置法施行令

第33条第5項

◎児童福祉施設における

食事の提供ガイドⅡ-

2-3-(2)-②



認こ－３４

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

５ 保健衛生管理体

制

（１）感染症・食中毒

対策対応

ア 学校環境衛生基準に基づき、施設の適切な環境の維持、設備・用具

等の衛生管理に努めているか。

イ 日常的に、清潔の習慣が身に付くよう、園児への衛生指導を行って

いるか。

ウ おう吐物や便等の処理について、感染防止のための処理方法を周知

徹底するなど、職員の衛生知識の向上に努めているか。

エ 園児、職員ともに手洗いの徹底を図っているか。（手洗い設備に石

鹸等を備えているか。）

オ 調乳室、便所等で共用タオルが使用されていないか。

カ 年１回以上大掃除を行い、常に施設内外を清潔に保っているか。

キ 右ページの(ｱ)～(ｳ)の場合、市の社会福祉施設等主管部局に、迅速

に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報

告し、併せて保健所に報告・指示を求めるなどの措置を講ずる体制を

整えているか。

（前回監査日以降報告実績）

年 月 日 内容（病原体等） 報告先 記録

年 月 日 所管課・保健所・( ) 有・無

年 月 日 所管課・保健所・( ) 有・無

年 月 日 所管課・保健所・( ) 有・無

ク 感染症の報告を行った場合、当該患者の診察医等との連携の上、血

液・便・吐物等の検体を確保する体制がとられているか。

ケ 常に施設内の衛生管理に配慮し、清潔に保っているか。

コ 空調設備等により、施設内の適温の確保に努めているか。

サ 机やドアノブ等の手が触れる箇所の消毒や定期的な換気などの感

染症対策を実施しているか。

シ 上記アからサまでの他、感染症予防対策として実施したものがある

か。

（実施内容）

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いない・いる

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－３５

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○園児の健康に関する保健計画を作成し、全職員が

そのねらいや内容を明確にしながら、一人一人の

園児の健康の保持及び増進に努めていくこと。

○感染症や食中毒を疑ったときは、職員は速やかに

施設長に報告する体制を整えるとともに、施設長

は必要な指示を行うこと。

○感染症もしくは食中毒の発生又は生じたときの有

症者の状況やそれぞれに講じた措置等を記録する

こと。

○次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉

施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑

われる者等の人数、症状、対応状況等を報告すると

ともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなど

の措置を講ずること。

(ｱ) 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれ

らによると疑われる死亡者又は重篤患者が 1 週

間以内に2名以上発生した場合。

(ｲ) 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれ

らが疑われるものが10名以上又は全利用者の半

数以上発生した場合。

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に該当しない場合であっても通常

の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、

特に施設長が報告を必要と認めた場合。

○報告を行った施設においては、その原因の究明に

資するため、当該患者の診察医等と連携の上、血

液、便、吐物等の検体を確保するよう努めること。

□施設内における発生届

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 3

章第3-1

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第6条第5項

◎児童福祉施設等におけ

る衛生管理の改善充実

及び食中毒発生の予防

について（平成 9 年 6

月30日児企第16号）

◎社会福祉施設等におけ

る感染症等発生時に係

る報告について（平成

17 年 2 月 22 日雇児発

第 0222001 号、社援発

第 0222002 号、老発第

0222001号）

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認

定こども園に対する指導

監査について（通知）3－

(3)－①



認こ－３６

主 眼 事 項 着      眼      点 自己評価

（２）調理室等の衛生

管理    

ア 調理室の窓、出入口等に防虫網を設置し、蠅等の侵入を防ぐ対策

を講じているか。

    また、ねずみ、昆虫の駆除を半年に１回以上（発生を確認した時に

はその都度）実施し、その実施記録を１年間保管しているか。

イ 食品貯蔵庫は整理整頓され、食品管理は適正（衛生管理、換気、

適温等）に行われているか。

    また、食品以外のものを置いていないか。

ウ 調理従事者の衛生管理は適切に行われているか。   

専用の作業着 有 ・ 無

専用の履き物 有 ・ 無

マスク着用 有 ・ 無

専用の消毒・手洗い設備 有 ・ 無

エ 給食施設設備や食器類の衛生管理（清掃、洗浄、消毒）は適切に

行われているか。

オ 保存食（検査食）は適正に保存しているか。

原材料 有 ・ 無

調理済食品 有 ・ 無

50㌘程度 有 ・ 無

食品ごとに清潔な容器（ビニール袋等）に密封 適 ・ 否

－20℃以下 適 ・ 否

２週間以上保存 適 ・ 否

カ 給食業務を委託（外部搬入を含む）している場合、委託契約（管理

体制、契約内容等）は適正な内容となっているか。

委託先 期間 委託内容 委託金額

円

キ 給食関係者（臨時・パート職員、調乳に従事する保育教諭、調理実

習者を含む）の検便は採用時・実習前及び毎月実施されているか。

   ３８ページに検便の実施状況を記入すること。

ク 調理従事者等は、毎日作業開始前に、自らの健康状態を衛生管理者

に報告し、衛生管理者はその結果を記録しているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いない・いる

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－３７

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○給食関係施設は、排水、防湿、通風、換気、採光、防虫防鼠等

に配慮すること。

○給食作業終了後、清掃を行うなどして清潔の保持に努めるこ

と。

○調理器具、食器、消毒用品等が混在していないこと。

○調理関係者の身体、頭髪、手指、爪の清潔さに常に配慮すると

ともに、清潔な作業衣、厨房専用の履物の着用や必要に応じ帽

子やマスク等が着用されていること。

○便所、調理室等の消毒、手洗い設備等により、常に手の清潔さ

を保つ事ができるよう配慮していること。

○消毒器、消毒液の常備。

○ペーパータオル、エアータオルの設置。

○調理器具（まな板等）の消毒は励行しているか。

○食器は、使用の都度十分洗浄した後、熱湯蒸気又は熱風により

消毒して乾燥し衛生的に保管されていること。

○菌の検出には、50ｇ程度の量が必要であるので、原則としてそ

の量を保存すること。

○原材料及び調理済み食品を食品ごと清潔な容器（ビニール袋

等）に入れ、密封し、－20℃以下で2週間以上保存すること。

○原材料は、特に洗浄・殺菌を行わず購入した状態で、調理済み

食品は配膳後の状態で保存すること。

○冷蔵庫に温度計が設置されていない場合、隔測温度計を設置

し、実際の温度が確認できるようにしていること。

◎児童福祉施設等におけ

る衛生管理の強化につ

いて（昭和39 年 8月 1

日児発第669号）

◎大量調理施設衛生管理

マニュアル（平成9年3

月 24 日衛食発 85 号別

添）

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第19条

◎幼保連携型認定こども

園における食事の外部

搬入等 について（平成

28年1月18日府子本第

448号）

◎労働安全衛生規則第 47

条

◎大量調理施設衛生管理

マニュアル（平成9年3

月 24 日衛食第 85 号別

添）

●就学前の子どもに関

する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関す

る法律に基づく幼保連

携型認定こども園に対

する指導監査について

（通知）3－(3)－③

○受託業者は次に掲げる事項のすべてを満たすものであること。

(1)園における給食の趣旨を十分認識し、適正な食材を使用するとともに所要の

栄養量が確保される調理を行うことができ、かつ衛生管理体制の確立等によ

り安全性の高い品質管理に努めた食事を提供できる能力を有する者。

(2)調理業務の運営実績や組織形態からみて、当該受託業務を継続的かつ安定的

に遂行できる能力を有すると認められる者。

(3)専門的な立場から必要な指導を行う栄養士等が確保されていること。

(4)調理業務に従事する者の大半は、当該業務について相当の経験を有すること。

(5)従事者に対して、定期的に衛生面及び技術面の教育又は訓練を実施すること。

(6)従事者に対して、定期的に、健康診断及び検便を実施すること。

(7)不当廉売行為等健全な商習慣に違反する行為を行わない者。

○契約内容、施設と受託業者との業務分担及び経費負担を明確にした契約書を取り

交すこと。契約書には、上記(1)、(4)～(6)及び次に掲げる事項も明確にすること。

(1)受託業者に対して、園側から必要な資料の提出を求めることができるととも

に、その結果、改善の必要があると認める場合には、園は必要な指導・助言を

行うことができること。

(2)受託業者が契約書で定めた事項を誠実に履行しないと園が認めたとき、その

他受託業者が適正な給食を確保する上で支障となる行為を行ったときは、契

約期間中であっても園側において契約を解除できること。

(3)受託業者の労働争議その他の事情により、受託業務の遂行が困難となった場

合の業務の代行保証に関すること。

(4)受託業者の責任で法定伝染病又は食中毒等の事故が発生した場合及び契約に

定める義務を履行しないため園に損害を与えた場合、損害賠償を行うこと。

○調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受

けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、10月から

3 月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検便検査に努め

ること。



認こ－３８

（参 考）

１ 給食関係者等検便の実施状況（前年度分）

※新設の園にあっては、今年度の実施状況を記入してください。

調理員 栄養士

調乳に従事

する保育教

諭等

その他

（  ）
調理員 栄養士

調乳に従事

する保育教

諭等

その他

（  ）

4

月

対象者数

10

月

対象者数

実施数 実施数

検査内容

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

検査内容

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

5

月

対象者数

11

月

対象者数

実施数 実施数

検査内容

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

検査内容

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

6

月

対象者数

12

月

対象者数

実施数 実施数

検査内容

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

検査内容

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

7

月

対象者数

1

月

対象者数

実施数 実施数

検査内容

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

検査内容

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

8

月

対象者数

2

月

対象者数

実施数 実施数

検査内容

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

検査内容

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

9

月

対象者数

3

月

対象者数

実施数 実施数

検査内容

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

赤痢菌

O－157

サルモネラ

検査内容

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

赤痢菌

O－157

サルモネラ

ノロウイルス

※「検査内容」は、実施した項目を「○」で囲むこと。



認こ－３９

２ 給食の実施状況（前年度分）

※新設の園にあっては、今年度の実施状況を記入してください。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

延べ人員（人）

給 食

材料費

総額（円）

1日平均

（円）

１１月 １２月 １月 ２月 ３月 合  計

延べ人員（人） Ａ

給 食

材料費

総額（円） Ｂ

1日平均

（円）
Ｂ／Ａ



認こ－４０

主 眼 事 項 着      眼      点 自己評価

（３）水質管理 ア 浄化槽を設置しているか。

   「いる」の場合、年１回以上点検・清掃及び指定検査機関による水質

検査を受けているか。

点検及び清掃の実施状況

水質検査の実施状況

イ 自家水（飲用井戸）を使用しているか。

「いる」の場合、年２回以上検査実施機関による水質検査を受けて

いるか。

水質検査の実施状況

  （注）温泉、簡易専用水道は含まない。

ウ 貯水槽（受水槽）を使用しているか。

   「いる」の場合、該当するものに○印をつけること。

   （ ）１０トンを超える

   （ ）１０トン以下

水質検査の状況

清掃及び点検の状況

実施年月日 指定検査機関名 内容及び結果等

令和  年  月  日

実施年月日 指定検査機関名 内容及び結果等

令和  年  月  日

実施年月日 検査実施機関名 内容及び結果等

令和  年  月  日

令和  年  月  日

実施年月日 検査実施機関名 内容及び結果等

令和  年  月  日

実施年月日 検査実施機関名 内容及び結果等

令和  年  月  日

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－４１

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○浄化槽を設置している場合、年1回（環境省令で

定めがある場合にあっては定める回数）浄化槽の

点検及び清掃を行っていること。

○浄化槽を設置している場合、年1回（環境省令で

定めがある場合にあっては定める回数）指定検査

機関による水質検査を行っていること。

○水道事業により供給される水以外の井戸水等の水

を使用する場合は公的検査機関、厚生労働大臣の

指定検査機関等に依頼して、年2回以上水質検査

を行うこと。

○受水槽を使用している場合、1 年以内ごとに 1 回

検査及び清掃を行っていること。

◎浄化槽法第10条、11条

◎大量調理施設衛生管理

マニュアル（平成 9年

3 月 24 日衛食第 85 号

別添）

◎飲用井戸等衛生対策要

領の実施について（昭

和62年 1月 29日衛水

第12号）



認こ－４２

防災・安全対策等

主 眼 事 項 着      眼      点 自己評価

６ 防災体制の状況 （１）防火安全対策計画（消防計画）を作成（変更があった場合は、見直し

の上）し、消防局長又は消防署長に届出をしているか。

届出年月日
平成

令和
年  月  日

（２）防火管理者は、有資格者が選任され、消防局長又は消防署長に届出を

しているか。

職 名 氏名

防火管理者講習修了証書
平成

令和
年 月 日 第   号

選任年月日
平成

令和
   年  月  日

届出年月日
平成

令和
   年  月  日

（３）防災設備は整備されているか。

  ４８ページに防災設備の整備状況を記入すること。

（４）消防設備は整備され、また、これらの設備について、消防設備点検資

格者による法定点検が行われ、記録を整備しているか。

  ※消防設備点検資格者による点検状況

実 施 年 月 日

令和 年  月  日

令和 年  月  日

消防局長又は消防署長への

報告年月日
令和 年  月  日

（５）消防設備等の前及び避難路に物品などが置かれていないか等、自主点

検を行い、記録を整備しているか。

前年度の自主点検実施回数 回

（６）重油、灯油及びプロパンガス（ＬＰＧ）等の管理を適切に行っている

か。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

該当なし



認こ－４３

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○増築等があった場合、消防計画の見直しが行われ、

消防計画の変更を行うこと。

○消防計画、防火管理者の届出書類は、必ず所轄消防

署の受付印が押印されているものを保管すること。

○防火管理者の交替があった場合は、所轄の消防機関

に届け出ること。

○法定点検の結果を消防署へ報告すること

（点検期間）

機器（外観・機能）点検…6月ごと

総合点検…1年ごと

○チェックリスト等を作成し、自主点検を行うこと

○避難の際の妨げとなる物品等が非常口や避難経路に

置かれていないこと。

□消防計画作成（変更）

届出書(控)

□防火管理者選任届出書

(控)

□防火管理者講習修了証

書

□消防用設備等点検結果

報告書

□消防設備自主点検表

◎消防法施行規則第3条

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 3

章第4-2

◎消防法第8条

◎消防法施行令第3条、

第4条

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第7条第1項

◎消防法第17条

◎消防法施行令第7条

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第 3

章第4-1-(1)

◎消防法施行規則第 31

条の6

◎消防法施行規則の規定

に基づき、消防用設備

等又は特殊消防用設

備等の種類及び点検

内容に応じて行う点

検の期間、点検の方法

並びに点検の結果に

ついての報告書の様

式を定める件（平成16

年 5 月 31 日消防庁告

示第9号）

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認

定こども園に対する指導

監査について（通知）3－

(3)－②



認こ－４４

主 眼 事 項 着      眼      点 自己評価

（７）消防職員の立入検査があったか。（前回監査以後）

消 防 職 員

立 入 検 査 実 施 年 月 日
令和 年  月  日

（８）消防職員の立入検査で指摘があったか。

  「ある」の場合、指摘事項及び改善措置を記入すること。

指摘事項

改善措置

（９）職員及び園児に対し、火気の取扱い、出火等災害発生の際の心構え等の防

災教育を実施しているか。

（１０）立地環境に応じ、個別に非常災害に対する具体的計画を立てているか。

地  震 いる ・ いない

火  災 いる ・ いない

風 水 害 いる ・ いない

火 山 災 害 いる ・ いない ・ 対象外

その他（     ） いる ・ いない ・ 対象外

ア 避難経路は複数確保されているか。

  イ 避難にかかる所要時間を確認しているか。

（１１）（１０）の具体的計画の内容について、職員、園児、保護者に分かりや

すく施設内に掲示しているか。

（１２）非常災害時の関係機関への通報及び連携体制は整備されているか。

ア 地域社会との連携を図ることにより、非常災害時に地域住民の協力

が得られる体制づくりに努めているか。

イ それらの取組を定期的に職員に周知しているか。

（１３）非常災害に備えて、食糧や飲料水等を備蓄しているか。

（「いる」の場合、備蓄しているものの品目や備蓄場所を記入。）

品目や数量 備蓄場所

食糧

飲料水 合計（    ）リットル

その他

ない・ある

ない・ある

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－４５

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○幼保連携型認定こども園は、軽便消火器等の消火

用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設け

るとともに、その立地環境に応じ、火災、風水害、

地震、津波、火山災害等個別に非常災害に対する

具体的計画を立てなければならない。

○火災、風水害、地震については必ず作成すること。

○非常災害対策を定め、職員並びに園児及びその保

護者の見やすい場所に掲示すること。

○災害に備え、普段からやっておきたいこと。

・施設行事、イベントの地域開放

・施設ロビー、食堂の地域開放

・施設運営ボランティアの活用

・災害時ボランティアの事前登録

・災害時協力井戸の確保

・施設運営関連業務委託業者との災害時協力協定

の締結

□非常災害対策計画

□役割分担表

□緊急連絡網

□緊急連絡先一覧表等

□栄養管理報告書

◎消防法第4条、第4条

の2

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第7条第1項

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第7条第2項

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第7条第3項



認こ－４６

主 眼 事 項 着      眼      点 自己評価

７ 防災訓練の実

施状況

（１）避難及び消火訓練を月１回以上実施しているか。

  ４９ページに防災訓練の実施状況を記入すること。

（２）上記の訓練を実施する際に、事前に年２回以上、消防機関に通報してい

るか。

（３）訓練時には、消防機関の立会協力を得ているか。

（４）訓練後の消防機関の講評についても、記録しているか。

（５）訓練結果について検討を行い、次回の訓練及び消防計画等に反映させて

いるか。

（６）水防法に基づく洪水等の浸水想定区域内又は土砂災害防止法に基づく土

砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確

保計画の作成と報告及び避難訓練の実施と報告をしているか。

水

防

法

浸水想定区域内 該当 （要下記回答）・ 非該当

避難確保計画

作 成 している ・していない

保育幼稚園

課への報告
している ・していない

避 難 訓 練

実 施 している ・していない

保育幼稚園

課への報告
している ・していない

土
砂
災
害
防
止
法

土砂災害警戒区域内 該当 （要下記回答）・ 非該当

避難確保計画

作 成 している ・していない

保育幼稚園

課への報告
している ・していない

避 難 訓 練

実 施 している ・していない

保育幼稚園

課への報告
している ・していない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－４７

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○避難及び消火訓練は、非常災害を想定したものと

し、不審者対応訓練は含まないこと。

○それぞれの区域内にある要配慮者利用施設の所有

者又は管理者は「要配慮者利用施設における避難

確保計画の作成・活用の手引き（洪水、雨水出水、

高潮、土砂災害、津波）」を参考に作成し、各所

管課に届け出ること。

□避難確保計画

□避難確保計画作成（変

更等）報告書

□避難確保計画チェック

リスト

□訓練実施結果報告書

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第7条第4項

◎消防法施行規則第3 条

第10項、第11項

◎水防法第15条の3第1

項

◎土砂災害警戒区域等に

おける土砂災害防止対

策の推進に関する法律

第8条の2

●就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律に基

づく幼保連携型認定こども

園に対する指導監査につい

て（通知）3－(3)－②



認こ－４８

（参 考）

  １ 防災設備の整備状況（新設・変更のあった施設のみ記入すること。）

施 設 ・ 設 備
消防法令による

設備義務
整備状況

防

火

設

備

避難階段

避難口

居室・廊下・階段等の内装材料

防火戸・防火シャッター

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有（  カ所）・ 無

有（  カ所）・ 無

適   ・  不適

有（  カ所）・ 無

消     

防

用

設

備

屋内消火栓設備

屋外消火栓設備

スプリンクラー設備

自動火災報知設備

火災通報設備

漏電火災報知設備

非常警報設備

避難器具（すべり台・救助袋等）

誘導灯及び誘導標識

消防用水

非常電源装置

消火器

ガス漏れ警報器

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

  

  有 ・ 無

有（  カ所）・ 無

有（  カ所）・ 無

有  ・  無

有  ・  無

有  ・  無

有  ・  無

有  ・  無

有（  カ所）・ 無

有（  カ所）・ 無

有  ・  無

有（  カ所）・ 無

有  ・  無

有  ・  無

カーテン・布製ブラインド等の

防炎性能
有 有  ・  無

そ

の

他

防災用具

（避難用具）

― 有  ・  無

（         ）

    

      ※ 施設全体の防災設備平面図を添付すること。（消防計画に添付した平面図又は既存の資料で可）



認こ－４９

２ 防災訓練の実施状況（前年度分）※新設の園にあっては、今年度の実施状況を記入してください。

※不審者対応訓練については、事故防止等の項目に記入し、こちらには記載しないでください。

実 施 日 想定した災害 内容
消防機関への

通報

消防機関の

立会い
実施記録 備 考

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無

年  月  日
火災・風水害・地震

その他（    ）

避難

消火

通報

有 ･ 無 有 ･ 無 有 ･ 無



認こ－５０

主 眼 事 項 着      眼      点 自己評価

８ 業務継続計画

９ 事故防止及び

事故発生時の対

応

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に

実施するための、並びに非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業

務継続計画）を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。

（２）職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施しているか。

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画を変更し

ているか。

（１）学校安全計画を策定しているか。

（２）施設、設備、遊具、玩具、用具、園庭等を定期的に点検しているか。

（３）安全性の確保や機能の保持など、具体的な点検項目や点検日及び点検者を

定めているか。

（４）遊具の安全基準や規格などについて熟知した、専門技術者による定期点検

を行っているか。

（５）安全確保に関し、職員会議等で取り上げるなど、職員の共通理解を図って

いるか。

（６）園児が、日常的に利用する散歩の経路や公園等について、異常や危険性が

ないか、工事箇所や交通量を含めて点検し、記録を付けるなど、情報を全職

員で共有しているか。

（７）園外保育の場合は、複数の職員で引率しているか。

また、携帯電話等による連絡体制を確保しているか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－５１

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○事故防止の取組を行う際には、特に、睡眠中、

プール活動・水遊び中、食事中等の場面では重

大事故が発生しやすいことを踏まえ、園児の主

体的な活動を大切にしつつ、施設内外の環境の

配慮や指導の工夫を行うなど、必要な対策を講

じること。

○事故防止、事故発生時の対応のため必ず職員を

複数配置すること。

□業務継続計画

□研修記録簿

□訓練記録簿

□学校安全計画

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第22条第1項

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第22条第2項

◎鹿児島市幼保連携型認

定こども園の設備及び

運営の基準に関する条

例第22条第3項

◎就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する

法律第 27 条（学校保健

安全法第27条の準用）

◎幼保連携型認定こども

園教育・保育要領第3章

第3

◎学校保健安全法第29

条

●就学前の子どもに関

する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関

する法律に基づく幼保

連携型認定こども園に

対する指導監査につい

て（通知）3－(3)－②



認こ－５２

主 眼 事 項 着      眼      点 自己評価

（８）事故発生防止のためのマニュアルを整備しているか。

（９）事故発生防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に実施して

いるか。

（１０）危険等発生時において、職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定

めた対処要領「危険等発生時対処要領」（危機管理マニュアル）を作成し

ているか。

（１１）乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）の防止に配慮しているか。

※午睡チェックの間隔

０歳児：  分おき １歳児：  分おき ２歳児：  分おき

３歳児：  分おき ４歳児：  分おき ５歳児：  分おき

（１２）事故が発生した場合の関係機関等への連絡方法を職員に周知している

か。

（１３）施設内に不審者が立ち入った場合など緊急時に備える体制がとられてい

るか。

（１４）不審者への対応策について、警察等関係機関と、防犯訓練を行うなどの

連携をとっているか。

（前年度実績）

実施時期 実施内容
警察等関係機関

の立会い
実施記録

年 月 日
防犯訓練・防犯教室

その他（    ）
有 ・ 無 有 ・ 無

年 月 日
防犯訓練・防犯教室

その他（    ）
有 ・ 無 有 ・ 無

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－５３

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○医学的な理由で医師からうつぶせ寝をすすめ

られている場合以外は、乳児の顔が見える仰向

けに寝かせることが重要。何よりも、一人にし

ないこと、寝かせ方に配慮を行うこと、安全な

睡眠環境を整えることは、窒息や誤飲、けがな

どの事故を未然に防ぐことにつながる。

○外部からの不審者等の侵入防止のための措置

や訓練など不測の事態に備え必要な対応を行

うこと。更に、園児の精神保健面における対応

に留意すること。

□危険等発生時対応要領

（危機管理マニュアル）

□事故発生時対応マニュアル

□事故発生防止マニュアル

□研修記録

◎教育・保育施設等におけ

る事故防止及び事故発

生時の対応のためのガ

イドライン（平成28年3

月）

◎特定教育・保育施設等に

おける事故の報告等に

ついて（平成29年11月

10日府子本第912号、29

初幼教第 11 号、子保発

1110第1号、子子発1110

第1号、子家発1110第1

号）



認こ－５４

主 眼 事 項 自己評価

（１５）教育・保育中に事故が発生したことがあるか。

ア 事故が発生したことがある場合、記録は整備しているか。

※前年度の事故記録状況

①事故記録簿に記載した件数

（未解決・未処理件数）

件

（   件）

重
篤
な
事
故

② ①のうち、死亡、意識不明、人工呼吸器装着、

ＩＣＵ治療に至った事故の件数
件

③ ①のうち、要治療期間が３０日以上と診断さ

れた事故の件数（右チェックポイント参照）
件

※重篤な事故の詳細（上表に計上した前年度分及び今年度分）

事故発生日
怪我等の概要

（年齢、症状）
完治日 市への報告日

.   . .   . 有（ / ）・無

.   . .   . 有（ / ）・無

.   . .   . 有（ / ）・無

.   . .   . 有（ / ）・無

.   . .   . 有（ / ）・無

.   . .   . 有（ / ）・無

.   . .   . 有（ / ）・無

.   . .   . 有（ / ）・無

イ 事故記録には、保護者へ連絡・報告した内容も記録しているか。

（１６）事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、

その事実が報告され、その分析を通じた改善策や再発防止策を講じ、職員

にも周知徹底する体制を整備しているか。

（１７）ヒヤリ・ハッとした出来事（インシデント）を記録・分析し、事故予防

対策に活用しているか。

ある・ない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－５５

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○記録すべき項目（参考）

・事故発生時の状況

・事故原因について

・再発防止策

・医療機関を受診した場合はその内容

・保険適用があった場合はその内容

○報告の対象となる重大事故の範囲

・死亡事故又は治療を要する期間が30日以上

の負傷や疾病を伴う重篤な事故（意識不明

（人工呼吸器を付ける、ＩＣＵに入る、てん

かん発作の意識消失等）の事故を含む）。意

識不明の事故についてはその後の経過にか

かわらず、事案が発生した時点で報告する

こと。

・事故発生時に受診した病院で、治療を要する

期間が30日を超えないと診断されたが、結

果的に30日以上の治療が必要になったこと

が判明した場合には、判明後速やかに報告

する。ただし、30日以内に治癒しているが、

経過観察で受診が30日を超える場合は対象

外とする。

○原則第1報は事故発生当日（遅くとも事故発生

翌日）に行うこと。

□特定教育・保育施設等事故報

告様式

□事故記録簿

□ケース記録

□保険契約書

◎特定教育・保育施設等に

おける事故の報告等に

ついて（平成29年11月

10日府子本第912号、29

初幼教第 11 号、子保発

1110第1号、子子発1110

第1号、子家発1110第1

号）



認こ－５６

主 眼 事 項 着      眼      点 自己評価

10 自動車

11 損害賠償保険

（１）公用車を保有しているか。（本部、施設での保有）

   「いる」の場合、保有している公用車を記入すること。

購入年月日 車 種 登録番号 用 途

.   .

.   .

.   .

（２）自動車運行管理規程が整備されているか。

（３）運転日誌は、公用車ごとに作成し、使用者・用務等必要な項目を記載して

いるか。

（４）運行前に整備状況を点検し結果を記録しているか。

（５）園児の送迎、施設外での活動等のための移動で自動車を運行するときは、

園児の乗車及び降車の際に、園児の所在を確実に把握することができる方

法により、園児の所在を確認しているか。

（６）園児の送迎を目的とした自動車を運行するときは、車内の園児の見落とし

を防止する装置を備え、降車時に園児の所在を確認しているか。（装置の設

置は令和６年３月３１日まで経過措置期間）

（１）利用者損害賠償保険に加入しているか。

ア 「いる」の場合、記入すること。

イ 「いない」の場合、その理由や事故時の対応策を記入すること。

（２）建物火災保険等に加入しているか。

  ア 「いる」の場合、記入すること。

イ 「いない」の場合、その理由や対応策を記入すること。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

保険の種類・名称

保険会社名
契約者 被保険者 受取人 対象人員

１人当り

月額保険料

１人当り

補償金額

人 円    千円

人 円    千円

保険の種類・名称

保険会社名
契約者 対象物 受取人 補償金額 月額保険料

千円 円



認こ－５７

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○運転日誌は、旅費、燃料代、車輛修繕費等の経

費支出の根拠として整備することが必要。

○運転日誌の記載項目参考例

・運転年月日

・使用者氏名

・目的地

・用務内容

・走行距離

・同乗者氏名

・給油量   等

○乗車定員11人以上の自動車は1台、その他の

自動車にあっては5台以上保有する場合は、安

全運転管理者を選任する必要。

○安全運転管理者の業務に、運転しようとする運

転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯

びの有無について、当該運転者の状態の目視等

確認が追加（R4.4.1から）。

○利用者擁護の観点から加入することが望まし

い。

○契約内容等法人として適切なものであること。

□保険契約書

◎認定こども園法施行規

則第 27 条（学校保健安

全法施行規則第 29 条の

2の準用）



認こ－５８

主 眼 事 項 着     眼     点 自 己 評 価

12 相談・苦情へ

の対応、情報提

供

（１）相談・苦情解

  決

（２）情報提供

ア 相談・苦情解決実施要領を定めているか。

イ 保護者等からの相談・苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受

け付けるための窓口を設置しているか。

ウ 相談・苦情解決の責任者、受付担当者及び第三者委員が選任されている

か。

（選任状況）

責 任 者 職・氏名

受付担当者 職・氏名

第三者委員 名  称

（注）「第三者委員の名称」欄は、氏名ではなく、評議員、大学教授、弁護

士等と記載すること

エ 相談・苦情受付の窓口及び苦情解決の手続きを利用者に周知している

か。

（周知方法）

オ 受け付けた相談・苦情の内容等を記録しているか。

カ 受け付けた相談・苦情については、適切に対応しているか。

（前年度の相談・苦情受付処理状況）

受付件数

Ａ

処理件数

Ｂ

未処理件数

Ａ－Ｂ＝Ｃ
第三者委員への報告の有無

有 ・ 無

令和  年  月  日

令和  年  月  日

令和  年  月  日

公表の手段   有 ・ 無

広報誌 ・ ホームページ

ア 保護者、地域住民及びその他の関係者に対し、教育及び保育の内容、運

営の状況について情報提供を行っているか。

（情報提供の方法）

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－５９

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

（参考）

○福祉サービスに関する「利用者の相談・苦情解決

実施要領（例）」等について（平成12年10月31

日付鹿社協434号）

○苦情を受け付けるための窓口を設置することの

ほか、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等当該

施設における苦情を処理するために講ずる措置

の概要について明らかにし、これを園児又はその

家族にサービスの内容を説明する文書に記載す

るとともに、施設内に掲示すること等、必要な措

置を講じなければならない。

○苦情の受付日、内容等を記録すること。

○苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な

情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏ま

え、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行わ

なければならない。

○受け付けた相談・苦情については、定期的に第三

者委員に処理状況を報告し、連携を確認しておく

こと。

○苦情だけでなく、意見と要望的なものまで記録し

ていること。

○保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深

めるとともに、これらの者との連携及び推進に資

するため、運営の状況に関する情報を積極的に提

供するものとする。

□相談・苦情解決実施要

領

□苦情の受付簿

（報告書）

□苦情解決の記録簿（報

告書）

□パンフレット等

◎鹿児島市幼保連携型認定こ

ども園の設備及び運営の基

準に関する条例第24条

◎社会福祉事業の経営者によ

る福祉サービスに関する苦

情解決の仕組みの指針につ

いて（平成12 年 6月 7日障

第452号・社援第1352号・老

発第514号・児発第575号）

◎就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律第24条

◎鹿児島市幼保連携型認定こ

ども園の設備及び運営の基

準に関する条例第6条第2項



認こ－６０

主 眼 事 項 着    眼    点 自己評価

１ 労働契約 （１）職員の採用に当たり、書類審査・面接等の選考が適正に行われている

か。

（職員募集の方法）

（２）職員の採用、人事発令について、伺い書等関係書類が整備され、辞令

の交付若しくは労働契約が締結されているか。

（３）試用期間を設けているか。 「いる」の場合（試用期間    か月）

（４）職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た園児

又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じている

か。

（５）職員の労働条件を書面により明確に提示し、雇用しているか。

※職員が希望した場合は、ファクシミリの送信、電子メール等、出力可

能な方法も可。

ア 労働条件は、就業規則と差異はないか。

イ 有期契約職員の無期労働契約への転換について取組を行っている

か。

ウ 最低賃金を下回っていないか。

エ 労働契約どおりに賃金を支給しているか。

オ 正規職員と短時間労働者・有期雇用労働者との待遇に違いはあるか。

「ある」の場合、その内容及び理由を記入すること。

(例)職務内容、配置の変更範囲等

（６）定年制はあるか。

ア ある場合、定年の年齢は何歳か。 （     ）歳

イ 高年齢者の雇用確保措置は取られているか。

ウ 定年を過ぎた職員の雇用延長手続きは、適正であるか。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

いる・いない

ない・ある

いる・いない

いない・いる

いる・いない

ない・ある

ある・ない

いる・いない

ある・ない

Ⅱ 職員処遇



認こ－６１

チェックポイント 関係資料 根拠法令 特記事項

○職員の人事発令に際し、発令事項、職種、配置先、給

料等を明記すること。

○施設長の任免、その他重要な人事を除く一般職員の

任免は、理事長の専決事項であるが、理事会に報告す

ること。

○解雇の場合は、理事会審議が適当であること。

○採用しようとする者について、必要と認める場合に、

能力･勤務態度･健康状態などを見るために定める一

定期間のこと。（概ね3か月以内程度）

○試用期間であっても、給与規程等に基づいた初任給

格付けを行うこと。

○守秘義務について就業規則に規定し、誓約書の徴取、

職員研修などの措置を講じること。

○正当な理由がある場合の例

・園児が虐待を受けている状況など、秘密を保持する

ことが園児の福祉を侵害し、園児の最善の利益を図

ることができないような場合において、児童相談所

等の関係機関に通知し、対応を協議する場合。

○鹿児島県最低賃金

  令和4年10月6日～ 時給853円

○労働条件を明示すること。

○有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、

労働者の申込みにより無期労働契約に転換される。

（平成25年4月1日以後開始した労働契約）

○高年齢者の雇用確保措置（令和3年4月1日、70歳

までの就業機会確保に向けた努力義務施行）

・定年年齢の引き上げ ・継続雇用制度の導入

・定年制の廃止 等

○定年の延長を行う場合、就業規則に基づく手続きを

行うこと。

□採用伺

□雇用契約書・労働

条件通知書

□辞令・辞令原簿

□理事会議事録

□退職届等

□就業規則

□誓約書

□研修記録

□就業規則

□雇用契約書、辞令

□賃金台帳

◎児童福祉法第18条の22

◎鹿児島市幼保連携型認定こ

ども園の設備及び運営の基

準に関する条例第23条

◎労働基準法第15条

◎労働基準法施行規則第5条

◎短時間労働者の雇用管理の

改善等に関する法律第 6

条、同施行規則第2条

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認

定こども園に対する指導

監査について（通知）3-

(1)-⑤

【絶対的明示事項】…書面の交付によらなければならない（⑤のうち、昇給に関する事項を除く）

①労働契約の期間に関する事項

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、

休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における

就業時転換（交代勤務）に関する事項

⑤賃金（退職手当及び⑧に規定する賃金を除く。）の決定、計算及び支払

の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

⑥退職に関する事項（解雇の事由を含む。）

【相対的明示事項】…就業規則の内容を周知することで明示に代えることが可能

⑦退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

⑧臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び労基法施行規則第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項

⑨労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

⑩安全及び衛生に関する事項

⑪職業訓練に関する事項

⑫災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

⑬表彰、制裁に関する事項

⑭休職に関する事項

【雇用形態に関わらない公正な待遇の確保】

◎短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対す

る不合理な待遇の禁止等に関する指針

※大企業R2.4.1、中小企業R3.4.1適用

○不合理な待遇差の禁止

・基本給、賞与、手当等の待遇差について、職務

内容、配置の変更範囲、その他の事情など客観

的、具体的実態に照らして合理性がなければな

らない。（均衡待遇）

○待遇に関する説明義務

・雇入れ時…雇用管理上の措置について説明

・随時…説明を求められた場合、説明

○短時間労働者については、左記の事項に加え、

次の項目を文書により明示しなければならな

い。

・昇給の有無 ・退職手当の有無

・賞与の有無 ・相談窓口

・有期労働契約を更新する場合の基準（「更新の有

無」及び「更新する又はしない場合の判断基準」）



認こ－６２

主 眼 事 項 着    眼    点 自己評価

２ 職員会議・研修

３ 職員の定着化

（１）職員会議を開催しているか。

（２）職員に対して、その質の向上のため初任者から管理職員までの職位や

職務内容等を踏まえた体系的な研修の機会を確保しているか。

（３）施設内研修（職員及び園の課題を踏まえた研修等）の開催又は外部研

修への参加が積極的に行われているか。

また、研修への参加者に偏りはないか。

（４）研修内容が、職員会議等において、他の職員へ周知されているか。

   また、研修記録（復命書等）が整理されているか。

研修結果の活用方法を記入すること。

（結果の活用方法）

（１）労働条件の改善等に配慮し、職員の定着促進に取り組んでいるか。

具体的な取組について記入してください。

(例)

・給与水準の見直しを行った。

・年次有給休暇の取得促進、法定外休暇の充実等を図っている。

・外部研修に可能な限り、希望者を参加させている。

いる・いない

いる・いない

いる・いない

ない・ある

いる・いない

いる・いない

いる・いない



認こ－６３

チ ェ ッ ク ポ イ ン ト 関 係 資 料 根 拠 法 令 特記事項

○職員の資質向上を図るため、年間の具体的研修計画

を作成すること。

○積極的に施設外研修に参加させること。

○正規職員以外の職員に対しても、平等に参加の機会

を与えることが望ましいこと。

(例)教育・保育、不適切保育・児童虐待防止、事故

発生防止、感染症対策、個人情報保護、守秘義務、

苦情対応等

○研修記録、復命書が整備され、施設長等への供覧が

されていること。

○研修内容については、職員会議等を利用して、参加

しなかった職員に対して周知、報告すること。

□職員会議録等

□研修実施計画

□研修記録

□旅行命令簿

□復命書

◎鹿児島市幼保連携型認定こど

も園の設備及び運営の基準に

関する条例第11条

●就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法

律に基づく幼保連携型認

定こども園に対する指導

監査について（通知）3-

(1)-⑤


